
- 1 - 

２０２５年 ９月１２日 

正会員各位 

 

 Ｚｅｎｔｏｋｋｙｏ Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ  ２０２５年 ８月度  
 

（各支部の活動状況） 

一般社団法人 全日本特殊鋼流通協会 

U R L    http://zentokkyo.or.jp 
E-mai l in fo@zentokkyo.or . jp 

 

 内  容 

本 部 人材育成委員会／特殊鋼販売 2 級講師事前会議 

日 時：8/26（水） 15:00～16:30 於：大阪・鐵鋼會館  出席者：13 名 

内 容：①2025 年度人材育成事業年間スケジュールについて 

②2025 年度特殊鋼販売技士 2 級研修講座内容について 

    ③販売技士 2級研修講座の発信拠点集約化意見交換について 

 

東 京 支 部 2025 年度第 1 回人材育成部会 

 日 時：8/25（月） 16:00～17:00 於：鉄鋼会館 特殊鋼倶楽部会議室   

 出席者：5名（委員 3 名、事務局 2 名） 

  内 容：第 1 号議案：2025 年度の研修事業について 

      第 2 号議案：2025 年度の女性のための教養講座について 

               「パーソナルカラー診断講座と懇親会」 

           第 3 号議案：2025 年度支部交流会（JAL 工場見学他）について 

      第 4 号議案：2025 年度の男性のための教養講座について 

       その他：次回、2024 年度第 2 回人材育成部会日程について 

2025 年度特殊鋼販売技士 2 級講座 

  日 時：8/28（木）13:10～15:40（第１回実施） 

   於 ：Zoom でのオンライン講座 

  講 師：大同特殊鋼㈱ 和田 哲郎 講師 

   受講者：71 名 

大阪支部 ボウリング大会大阪支部決勝大会 
 日 時：8/24（土） 10:30～13:30 於：心斎橋サンボウル 出席者：11 社 34 名他 
     優勝：三和特殊鋼㈱ 準優勝：藤巻鋼材大阪㈱ 

2025 年度第 2 回ビジネススクール 

  日 時：8/ 27（水）  10:00～17:00   於：大阪・鐵鋼會館  出席者：28 名 
 演 題：「報連相とチーム力向上セミナー」 
 講 師：古瀬 崇 氏 
特殊鋼販売技士 2 級研修講座 
 日 時：8/28（木） 14:30～17:15（開講式 14:30～14:45) 
 於：Zoom によるオンライン   受講者：44 名 

名古屋支部 2025 年度特殊鋼販売技士 2 級講座 

 日 時：8/28（木）13:10～15:40（第１回実施） 

  於 ：Zoom でのオンライン講座 

 講 師：大同特殊鋼㈱ 樋口 成起 講師 

  受講者：54 名 

東 北 支 部      支部運営委員会 

 日 時：8/22（金）17:30～18:00  於：中国北京料理 飛天  出席者 8 名 

 内 容：①2025 年度総会の総括 

     ②特殊鋼販売技士 3 級講座 受講・試験結果について 

     ③ボウリング東北支部予選大会結果について 

     ④その他 定例会、2026 年賀詞交歓会、2026 年度総会、収支状況ほか 

懇親会 

 日 時：8/22（金）18:00～20:00  於：中国北京料理 飛天  出席者 8 名 

北関東支部  

静 岡 支 部 ボウリング大会 

日時：8/22（金）17:30～20:30   於：BOLO 静岡  
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出席者：10 ﾁｰﾑ 30 名、支部長、応援、事務局計 3 名 

 内 容： 競技終了後、ボウリング場内レストランにて、表彰式及び懇親会 

     優勝：㈱ISS リアライズ、準優勝：㈱サンコー、３位：小山鋼材㈱ 

特殊鋼販売技士２級開講 

 日時：8/28（木）13:10～15:40   於：Zoom によるオンライン 受講者：２名 

中 国 支 部 2025 年度特殊鋼販売技士 2 級講座 

 日 時：8/28（木）14:30～17:15   於：Zoom によるオンライン 受講者：3 名 

九 州 支 部 社員交流会／ボウリング大会（九州ステンレス協会共催） 
 日 時：8/23（金）  19:00～21:00  於：ラウンドワンスタジアム博多･半道橋店  参加者：名 

2025 年度特殊鋼販売技士 2 級講座 

 日 時：8/28（木）14:30～17:15   於：Zoom によるオンライン 受講者：6 名 

青 年 部 会 第 29 回正副部会長会議 

日 時：8/25（月） 15:30～17:00 於：東京・鉄鋼会館  出席者：10 名 

内 容：①2025 年度事業及び収支予算の実績見込みについて 

    ②青年部会今後の日程・内容について 

    ③「はがねの日」アピール用小物品の作成検討について 

    ④2026 年度事業計画（案）及び収支予算（案）の考え方について 

[事務局だより] 
１．【周知依頼】（中小企業庁）2025 年 9 月「価格交渉促進月間」の実施に関する周知のお願い（経済産業省より） 

平素より、経済産業政策の推進及び取引適正化に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

物価高が継続する中、物価上昇に負けない大幅な賃上げを成し遂げていくため、原資の確保が不可欠であり、

より一層の価格転嫁、取引適正化が重要です。 

米国の関税措置による影響等が不透明な中にあっても、30 年間続いた停滞から脱却し、継続的な賃上げが実現

する成長型の経済に転換するためには、価格転嫁、取引適正化の取組を継続していく必要があります。これま

で、官民を挙げて推進してきたサプライチェーン全体での取引適正化の取組を継続していけるよう、引き続き十

分な配慮をお願いいたします。この９月は、２０２５年度下期の価格改定時期を迎える企業も多く、価格交渉・

価格転嫁にとって大事な時期となりますので、何卒御協力ください。 

価格転嫁の現状をみると、受注企業が、「コスト上昇額のうち価格転嫁できた額」の割合は、未だに５割程度と

なっており、一層の転嫁率の向上が課題です。政府としては、２０２１年９月以来、毎年９月と３月を「価格交

渉促進月間」（以下、「月間」という）と位置づけ、「月間」終了後に、受注側中小企業の皆様を対象に、価格交

渉・転嫁等の状況についてアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。 

また、取組状況が芳しくない発注企業トップに対しては、下請中小企業振興法に基づき、事業所管大臣名での

指導・助言を行い、自発的な改善を促しています。さらに、本年９月以降、「価格交渉促進月間」に基づくアン

ケート調査や、下請Ｇメンによるヒアリング情報を活用し、迅速な注意喚起を実施します。 

貴団体におかれては、本要請文を会員企業の皆様に周知いただくとともに、特に下記の点について御依頼いた

だきますよう、お願い申し上げます。 

また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の調達担当の方々まで本要請文

の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

１.価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応 

発注者におかれては、サプライチェーン全体の競争力向上や、成長型経済に向けた取引適正化のため、下請中

小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格

転嫁に積極的に応じる等、適切に対応すること。 

受注側中小企業におかれては、発注者に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、「下請かけこみ寺」や、

よろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。 

２. 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、積極的な活用 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（２０２３年１１月、内閣官房・公正取引委員会作成。

以下「指針」という。）の内容について、価格交渉の場において積極的に活用すること。 具体的には、 

（１）発注者におかれては、「指針」に基づいて、受注者側からの申し出がなくとも、定期的に発注者から協議

の場を設け、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小企業に対して、さらにそ

の先の受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促すこと。 

（２）受注側中小企業におかれては、「指針」を価格交渉の材料として活用すること。 

３. フォローアップ調査に対する御協力（受注側中小企業の皆様） 

９月下旬以降、受注側中小企業の皆様を対象に実施を予定している、下記内容の調査の依頼があった場合、対

象となった方におかれては、積極的に回答すること。 

（１）アンケート調査 受注側中小企業３０万社が調査対象。その対象者は、主要な発注者（最大３社。国・地
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方自治体も含む）との価格交渉や価格転嫁、支払条件（手形等の利用）の状況について回答。 

（２）下請Ｇメンによる重点的なヒアリング 受注側中小企業２０００社程度へのヒアリング。価格交渉や価格

転嫁の実態を聴取。 

なお、本調査の結果に基づき、発注者ごとの価格交渉・価格転嫁の取組状況を公表するとともに、その結果が

芳しくない発注企業に対しては、下請中小企業振興法に基づく事業所管大臣名での指導・助言や、迅速な注意

喚起を実施する等、発注者における自発的な取引方針の改善を促す上での重要な情報となるため、調査の対象

となった方におかれては、可能な限り正確、かつ、詳細に本調査に回答すること。 

４. 下請法・下請中小企業振興法の改正内容に関する周知 

令和７年５月１６日に成立・同月２３日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の

一部を改正する法律」の施行（令和８年１月１日）を見据え、改正内容について早期に理解を深めていただく

ため、加盟企業への周知を行うこと。 

（１）中小受託取引適正化法のポイント 

○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供を

しないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止 

○対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も

併せて禁止 

○対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加 

○従業員数３００人（役務提供委託等は１００人）の区分を新設し、適用基準を追加 

○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与 

（２）受託中小企業振興法のポイント 

○対象取引に、運送委託を追加 

○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加 

○多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に 

○国及び地方公共団体の責務規定の追加 

○主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与 

５. パートナーシップ構築宣言への参加 

サプライチェーン全体の価値の増大、共存共栄を目指すことを目的として、政府が推進する「パートナーシッ

プ構築宣言」に未参加の企業におかれては、参加について検討すること。 

既に宣言されている企業におかれては、自社のパートナーシップ構築宣言について、調達担当の方々へ、一層

の浸透を図ること。 

関連資料ＵＲＬ 
（１）２０２５年３月「価格交渉促進月間」フォローアップ調査結果 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html 
（２）下請中小企業振興法「振興基準」 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun/zenbun.pdf 
（３）「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト 

https://www.biz-partnership.jp/ 
以上 

 
 


